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部費は若狭ＳＣの運営費として使用します。

（大会参加費・懇親会費、指導者への謝礼、備品購入代、氷代、クラブ主催の催し物等の使用）

途中退部されても、部費の返却は出来ませんのでご了承下さい。

3ヶ月ずつ（4月～6月、7月～9月、10月～12月、1月～3月）のお支払。

※上記個人情報は、若狭SC運営に関する目的以外には仕様しません。

入部にあたり、以下の規約を守ることを誓います。

若狭SC　保護者規約

平成　　　　年　　　　月　　　　日

保護者氏名

　指導者や運営委員会、その他保護者に対しての過失責任を問いません。

３：部費の滞納はしません。

４：その他、これ以外に発生する事項については、監督、コーチ、父母会の決定に従います。

1:保護者・監督・コーチの指導を素直に受け、グラウンドでのしつけを身につけ、立派なプレイヤーを目指します。

若狭SC　部員規約

２：不良行為は行いません。

３：ケガや病気に気をつけ、健康なプレイヤーを目指します。

１：保護者として、若狭ＳＣの運営に全面的に協力します。

２：部員の活動や移動時を含め対人・対物のケガや破損、不慮の事故については

前期・後期の6ヶ月ずつ（4月～9月・10月～3月）・年払いも受け付けています。

新規入部希望の保護者は、事前に父母会役員と面談を行い、入部申込書と年度登録料、

スポーツ安全保険（計3,000円/年）を併せてお支払い下さい。

（体験時に保険料支払い済みの方は、年度登録料の￥2,000のみお支払いください。）

（切り取り・以下の部分は各家庭で保管して下さい）

部費 4年生以下（2,000円/月）・5年生以上（3,000円/月）

4年生以下の兄弟組（3,000円/月/1家庭）・5年生以上の児童を含む兄弟組（4,000円/月/1家庭）

支払い方法 別途通知

小学校 アレルギー

生 持病 無/有（　　　　　　　　）
血液型

無/有（　　　　　　　　）

生年月日 西暦

児童名
連絡先② 続柄

メールアドレス 続柄

ふりがな 連絡先① 続柄

保護者 住所

年度

日本サッカー協会、県サッカー協会、県スポーツ少年団体登録

ふりがな ふりがな

新規入部 ・ 更新用 （どちらか○で囲んでください） 平成

若狭ＳＣ入部申込書

若狭ＳＣ父母会殿


